
（様式例）

様

申請者　　

　申請者は、以下の点について誓約します。

１．専任技術者は、承継の効力の発生する日から申請者に常勤すること。常勤役員等（経営業務の管理責任者）は、承継の効力の発生する日から

申請者に常勤すること。

２．専任技術者は、承継の効力の発生する日から申請者に常勤すること。

　なお、上記の点に反した場合は、建設業許可の取消処分を受けても異議はありません。
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承継の効力が発生した日から２週間以内に提出すること。

３．常勤役員等及び専任技術者の常勤性の確認資料について、


